
健指第６１１号－１  

平成２５年６月５日  

 

 各市町村民生主管課長 様 

 

 千葉県健康福祉部健康福祉指導課長  

（公印省略）  

 

災害時要援護者関連施設に係る土砂災害対策における砂防部局と 

民生部局の連携の取扱いの変更について（通知） 

 

 平素より、本県の福祉行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、平成 25 年 1 月 23 日付け健指第 2516 号－1 により、土砂災害対策における

砂防部局との連携について御協力をお願いしていたところですが、今後は下記のとお

り取り扱うこととなりましたので御留意ください。 

 引き続き土砂災害対策における砂防部局との連携、災害時要援護者関連施設に対す

る指導等に御協力をお願いします。 

記 

１ 今後の取扱い 

（１）対象施設 入所や通所の社会福祉施設等（別添の国の定義のとおり） 

（２）照会方法 別添様式により土木事務所に直接ＦＡＸ 

（３）照会者  事業者又は貴市町村の担当課等 

（４）実施時期 施設整備（協議や公募含む）、認可及び指定等において、 

土砂災害の危険性について確認する必要があるとき 

２ 参考 

・土砂災害危険個所等の指定状況等の確認について 

 http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/shafuku-hojin/dosha.html 

 
【担当】 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課 

法人指導班 武隈（たけくま） 

Ｔｅｌ：０４３－２２３－２３５１ 

Ｆａｘ：０４３－２２２－６２９４ 

Ｍａｉｌ：s.tkkm@pref.chiba.lg.jp 


